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①様式の変更について

変更される様式一覧

・官民境界確認申請願 （様式第１号）・・・Ｐ４

・官民境界確認承諾書 （様式第３号）・・・Ｐ５

・官民境界確認証明願 （様式第６号）・・・Ｐ６

・道路台帳境界証明申請書・・・・・・・・・・Ｐ７

各種様式は市ホームページからダウンロード可能です。

市ホームページは表紙のＱＲコードから閲覧可能です。
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官民境界確認申請願（様式第１号）
の変更について

「３．添付資料」の表記が変更となります。

詳しい内容は「②添付資料の変更について」

（Ｐ９）にて説明があります。
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官民境界確認承諾書（様式第３号）
の変更について

変更点
承諾書に記載する地番について、これまでは
「隣接地番」のみとなっていましたが、現状
に合わせて、「申請地」まで記載するように
変更しました。

承諾書の印鑑について、申請者本人も認印に
よる押印が可能となります。

一部抜粋
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官民境界確認証明願（様式第６号）
の変更について

変更点

「４．添付資料」の標記について、

標記内容の充実を図りました。

※添付書類に変更はありません。

６

一部抜粋



道路台帳境界証明申請書
の変更について

変更点
・申請人欄の変更
変更前は、申請人は申請地の土地所
有者でなければなりませんでしたが、
土地所有者以外の方も申請可能となり
ます。なお公図上地続きでない土地は
別々に申請してください。
※証明する箇所が一団の土地でない
場合は別々の申請となります。

・印鑑の省略
事務の簡略化を図るため、印鑑の押印
を省略します。

・添付書類の変更
詳しい内容は「②添付資料の変
更について」（Ｐ１０）にて説明があ
ります。

※官民境界に関する申請は印鑑の省略は
できませんのでご注意ください。

７

一部抜粋



②添付資料の変更について

変更される様式一覧

・官民境界確認申請願 （様式第１号）・・・Ｐ９

・道路台帳境界証明申請書・・・・・・・・・・Ｐ１０
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官民境界確認申請願（様式第１号）
の添付資料について

変更前
・案内図

・公図（コピー、ネット可）

・登記事項証明書（原本）

・隣接地所有者調書

・委任状（実印）

・印鑑証明書（原本）

・その他

変更後
・案内図

・公図（コピー、ネット可）

・登記事項証明書

（コピー、ネット可）

・隣接地所有者調書

・委任状（実印）

・印鑑証明書（原本）

・その他
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道路台帳境界証明申請書
の添付資料について

変更前
・案内図

・公図（コピー、ネット可）

・実測図

・境界標写真

・登記事項証明書（原本）

変更後
・案内図

・公図（コピー、ネット可）

・実測図

・境界標写真

・登記事項証明書（原本）
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③実測図作成例の変更について

変更される図面一覧

・実測図（道路台帳証明用）・・・Ｐ１２
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実測図（道路台帳証明用）作成例
の変更について

変更点
・民民境界点について
変更前は、民民境界を確定の
うえ 杭入れまでを要件とし
ていましたが、民民境界につ
いては申請地ライン上の座標
のみを求めるものに変更しま
す。

・境界標の写真について
変更前は、台帳点の杭のほか
民民境界の杭の写真までが必
須事項でしたが、台帳点の杭
のみを必須とし、民民境界に
ついては任意とします。

１２

一部抜粋
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